
秋⽥会場 実施状況（令和元年10⽉25⽇（⾦）実施）

秋⽥地⽅総合庁舎会議室において、県及び市町村の職員の皆様ならびに関係団体の皆様の出席をいただき、講習会を実施いたしました。
会場に⼊りきれないのではないかと思うほど⼤勢の⽅に参加いただき、会場は熱気にあふれていました。

法務局における所有者不明土地に関する取り組みについて 相続人調査の方法及び相続関係書類の作成について

筆界特定制度について 相続人多数の土地における用地交渉について

当⽇のカリキュラムはこちら
時間 12:00 13:00 17:00

11:00 11:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
開催場所

【秋⽥県】
１０⽉２５⽇（⾦）
秋⽥地⽅総合庁舎

６階会議室

<5分>

開会
挨拶

〈10分〉

休憩

    <55分>
法務局における所有者不明⼟
地に関する取り組みについて

 秋⽥地⽅法務局
 総括表⽰登記専⾨官
 登記部⾨統括登記官

    <1時間00分>
相続⼈調査の⽅法及び相続関係書類
の作成について

   秋⽥県司法書⼠会
   司法書⼠

     <1時間00分>
   筆界特定制度について

  秋⽥県⼟地家屋調査⼠会
  ⼟地家屋調査⼠

     <50分>
 相続⼈多数の⼟地における
 ⽤地交渉について

（⼀社）
⽇本補償コンサルタント協会
東北⽀部

個別相談会

秋田地方法務局のご協力をいた

だき、総括表示登記専門官並びに

登記部門統括登記官のお二人より

長期相続登記等未了土地解消作業

の概要並びに表題部所有者不明土

地の登記及び管理の適正化に関す

る法律の概要等についてのご講義

をいただきました。

秋田県司法書士会のご協力をい

ただき、司法書士の先生より戸籍

法の変遷や相続登記等についての

ご講義をいただきました。

秋田県土地家屋調査士会のご協

力をいただき、土地家屋調査士の

先生より筆界の意味や筆界の特定

手続等についてのご講義をいただ

きました。

(一社)日本補償コンサルタント

協会東北支部のご協力をいただき、

協会会員の先生より真の所有者の

確定方法や多数共有地について並

びに相続が発生している土地にお

ける用地交渉等についてのご講義

をいただきました。


